






































問合せ先 生活支援課
℡ ２１-３２８５

・消費生活センター
商品・サービスに関する苦情や事業者とのトラブルについての相談、消費生活に関する

問い合わせなどを行っています。消費生活専門相談員などが相談を受け、内容によって問題
解決の助言や情報提供、場合によっては、あっせんなども行っています。
また、より専門的な相談や、消費生活にそぐわない場合は、その相談内容にあった窓口
を紹介します。

・生活保護制度
生活を維持するためにあらゆる努力をしていても、病気になったり、障がいのため働けなく
なるなど、様々な理由で、生活費や医療費に困窮している方は下記へご相談ください。
個人の秘密は、法律により固く守られますので、安心してご相談ください。

相談先 函館市消費生活センター
美原１丁目２６－8 亀田支所１階
℡ ８３-７４４１
相談受付時間 午前９時から午後４時まで
休所日 土・日・祝日および年末年始（12月２９日～1月３日）

その電話はサギです！

高齢者を狙う特殊サギに気をつけてください。
架空料金請求サギ、オレオレサギ、還付金サギなど

の被害が後をたちません。
警察や銀行だけでなく市役所や消防をかたるものも

あります。
犯人は百戦錬磨！話しが長くなると誰でもだまされ

る危険性が高くなります。
まずは一旦電話を切って、家族や顔見知りの方、

警察に相談してください。

「怪しいな？」と思ったら，
すぐ １１０ 番！！

犯人がよく使うコトバ

△△警察署の✕✕です

〇〇銀行職員の✕✕です

令和になり

古いキャッシュカードは

使えない

今からキャッシュカード

を取りに行かせます
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（４）認知症サポート医のいる医療機関
本人・家族が「いつもの様子とちがう」「おかしいな」と思った時は、早めにかかりつけ医

に相談することが大切です。
かかりつけ医がいない方は、下記の医療機関を参考にしてください。

（５）在宅歯科医療連携室

問合せ先 道南圏域 在宅歯科医療連携室
五稜郭町２３－１ 函館市総合保健センター１階（函館口腔保健センター内）
℡ ７６－００３９
月曜日～金曜日 10時～16時
（木曜日は午前のみ）

歯科医院への通院が困難な
高齢者やその家族のために、
歯科治療や口腔ケアなどの
相談を受ける窓口です。
・歯の痛み、入れ歯が合わない
・治療した歯が取れた
・食べ物がかめない、

飲み込めない
・はぐきが腫れた などの

お悩みのある方は、お気軽に
ご相談ください。

＊認知症サポート医は、認知症の人の診断に習熟した医師で、かかりつけ医への助言や支援を行うと
ともに、地域包括支援センター等への支援協力や連携を推進する役割を担う医師です。

（医療機関は五十音順に掲載しています）

患者さん・患者さんの関係者の方

道南圏域在宅歯科医療連携室
Tel・Fax ７６－００３９

連携室専任の歯科衛生士による事前訪問
あらかじめ、お口や全身の状態
を確認させていただきます。

歯科医師の訪問
特に希望がない場合、居宅の住所、
治療内容を考慮のうえ連携室の協
力歯科医師（函館歯科医師会会
員）が連絡をとって、直接ご自宅
（施設）に訪問し在宅歯科診療を
を行います。

基本的に健康保険または
介護保険の適用範囲内の
内容で行いますので、患
者１割～３割負担費用の
み徴収いたします。

無料

有料

医 療 機 関 名 所 在 地 電　話

 函館新都市病院  石川町３３１－１ ４６－１３２１

 ピュアこころのクリニック  大川町８－２４ ８３－８６６８

 ゆのかわメンタルクリニック  湯川町１－２９－１１ ５９－３３３１
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